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観光バスの路上滞留の実態把握に関する協力依頼について 

 

本市では、関係機関との連携の下、市民の皆様の生活と調和した、持続可能な京

都観光の実現に向けた取組を進めています。 

 観光バスによる長時間の路上滞留は、道路車線の一部が塞がれることにより道路

混雑の一因となるだけでなく、交通安全上の支障にもなり、市民の皆様の生活に影

響を与えることから、観光シーズンにおける運転手等を対象とした啓発活動等の対

策に取り組んでいるところです。 

 今後も団体旅行を含む観光需要の回復が見込まれる中、観光バスの動向について

も注視し、路上滞留の実態等を正確に把握したうえで、悪質な路上滞留の抜本的な

解決に向けて対策を行っていきたいと考えています。 

実態把握に向けては、本市において市内の巡回調査等に取り組んでまいります

が、市民の皆様が、外出等される際に観光バスの路上滞留を目撃されるなど、日常

生活の中でお気付きになられる点もあろうかと存じますので、観光バスの長時間路

上滞留に関する実態把握への御協力をお願いします。 

 皆様から御提供いただいた情報については、今後実施予定の現地啓発、バス事業

者や旅行事業者への申し入れ等、本市が行政上の取組を実施するうえで活用させて

いただきます。 

 

１ 依頼内容 

  観光バスによる長時間の路上滞留※の状況等 

  ※ 乗降のための停車は除きます（駐停車禁止エリアを除く）。 

 

２ 受付期間 

  令和６年６月７日（金）から当面の間 

 

３ 受付方法 

  以下のＵＲＬ又は二次元コードより御回答ください。

https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyotocitykankoubus  
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